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〃〃
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○
月

四 三九 八 四四
一
一
一
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
付
を
免
ず
る

三二
八

〃 一
一
一

日
○囚

一
司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

五
一

一

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
付
を
命
ず
る

判
事
補
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

事

年出

月生

日の

氏
名

旧
氏
名

項

八や昭
和
三
十
五
年
一
月
八
日

木ぎ内 最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃〃

庁

か
ず閣

ひ
ろ
捧
庁名
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〃 〃 II
Pβ 〃

月
|几I 五囚 二 四

〃 〃〃 〃

日
○

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

禍
岡
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

東
京
地
力
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
袖
す
る

福
岡
簡
易
裁
判
所
判
事
に
楠
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

兼
ね
て
福
岡
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
楠
す
る

判
事
補
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

検
事
二
級
（
虫
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

通
商
産
業
事
務
官
（
通
商
政
策
局
）
の
併
任
を
解
除
す
る

通
商
産
業
事
務
官
（
通
商
政
策
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
二
年
二
月
十
日
ま
で
と
す
る
）

聖

項

内鎧
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

内 法
務
省

外
務
省

法
務
省

通
商
産
業
省

通
商
産
業
省

庁 －

八
木照 閣

名

洋
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日
七○七 一

一

本
官
を
免
じ
判
事
に
専
任
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
に
任
命
す
る

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
一
部
）
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

第
一
部
司
法
制
度
改
革
法
制
室
に
併
任
す
る

検
事
一
級
〈
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
一
部
）
の
併
任
を
解
除
す
る

第
一
部
態
法
資
料
調
査
室
の
併
任
を
解
除
す
る

第
一
部
憲
法
資
料
調
査
室
に
併
任
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
船
す
る

事

｜宰’

項

最 内 最
高
裁
判
所

内内
閣
法
制
局

法
務
省

内最
高
裁
判
所
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部
の
事
務
を
総
柄
す
る
者
に
指
名
す
る

命
す
る

任
期
は
平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

任
期
は
平
成
二
十
三
年
Ｉ
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
二
卜
三
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
考
査
委
員
に
征

員
に
任
命
す
る

任
期
は
平
成
二
’
三
年
卜
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

命
す
る

部
の
事
務
を
総
折
す
る
者
に
指
名
す
る

平
成
二
十
三
年
司
法
試
験
（
司
法
試
験
予
備
試
験
）
考
査
委

任
期
は
平
成
ニ
ト
ニ
年
１
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

部
の
事
務
を
総
紙
す
る
者
に
指
名
す
る

平
成
二
’
四
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

平
成
二
十
二
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
考
査
委
員
に
征

半

工自
〆、
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務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所
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七

一

八

一

七

唾
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一

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

任
期
は
平
成
二
十
Ｗ
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
二
卜
四
年
司
法
試
験
予
伽
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

任
期
は
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
Ｈ
ま
で
と
す
る

平
成
ニ
ト
五
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

任
期
は
平
成
二
卜
五
年
十
月
三
十
一
ｕ
ま
で
と
す
る

平
成
二
十
五
年
司
法
試
験
予
備
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

平
成
二
’
六
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

平
成
二
十
六
年
司
法
試
験
予
備
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

任
期
は
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

平
成
二
十
七
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

任
期
は
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

任
期
は
平
成
ニ
ト
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

事

ｴ肖
〆、

最
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務
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最
高
裁
判
所
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務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省
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一
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｛
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前
橋
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者

前
橋
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

前
橋
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

前
橋
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
弔
に
楠
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

部
の
事
務
を
総
柄
す
る
者
に
指
名
す
る

判
事
に
任
命
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

平
成
二
十
七
年
司
法
試
験
予
伽
試
験
考
査
委
員
を
免
ず
る

任
期
は
平
成
二
卜
七
年
卜
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
二
’
七
年
司
法
試
験
考
査
委
員
を
免
ず
る

平
成
二
’
七
年
司
法
試
験
予
価
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

事

’
1

’
項

爺
高
裁
判
所

内 最
高
哉
判
所

内 晟
高
裁
判
所

法
務
省
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東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
楠
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
締
す
る
者
に
指
名
す
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

に
指
妬
す
る

最
高
裁
判
所
首
席
調
査
官
を
命
ず
る

I

事
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〆、

’
最
高
裁
判
所

最
高
戦
判
所
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